
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
一
号

障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て

障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）

の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
及

び
第
三
十
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

第
一
号
中
「
第
１
か
ら
第
３
ま
で
及
び
第
５
か
ら
第

ま
で
」
を
「
第
１
か
ら
第
４
ま
で
及
び
第
６
か
ら
第

ま
で

16

17

」
に
、
「
第
４
」
を
「
第
５
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
１
の
注

中
「時

間
を

い
う

」
の
下
に
「

以
下

同
じ

」
を
加
え
、
同
１
の
注

中
「第

９

」
を
「第

11

。

15

1
0

」
に
改
め
る
。

別
表
第
２
の
１
の
注
１
中
「及

び
第

３

」
を
「並

び
に

第
３

及
び

第
４

」
に
改
め
、
同
１
の
注
５
中
「第

８

」
を
「

第
９

」
に
改
め
、
同
１
の
注
８
中
「
（午

後
６

時
か

ら
午

後
1
0
時

ま
で

の
時

間
を

い
う

）
」
、
「
（午

前
６

時
か

ら
。

午
前

８
時

ま
で

の
時

間
を

い
う

）
」
及
び
「
（午

後
1
0
時

か
ら

午
前

６
時

ま
で

の
時

間
を

い
う

）
」
を
削
り
、
同

。
。



１
の
注

中
「第

９

」
を
「第

1
0

」
に
改
め
る
。

12

別
表
第

の
１
の
注
８
中
「こ

の
第

1
6

」
を
「第

1
7

」
に
改
め
、
別
表
第

を
別
表
第

と
す
る
。

16

16

17

別
表
第

を
別
表
第

と
す
る
。

15

16

別
表
第

を
別
表
第

と
す
る
。

14

15

別
表
第

の
７
の
注
中
「平

成
2
1
年

３
月

3
1
日

」
を
「平

成
2
4
年

３
月

3
1
日

」
に
改
め
、
別
表
第

を
別
表
第

と

13

13

14

す
る
。

別
表
第

の
１
の
注
５
の

中
「別

表
第

1
2

」
を
「第

1
3

」
に
改
め
、
同
５
の
６
の
注
中
「第

1
6

」
を
「第

1
7

」
に

12

(２)

改
め
、
同
８
の
注
中
「第

1
3

」
を
「第
1
4

」
に
改
め
、
別
表
第

を
別
表
第

と
す
る
。

12

13

別
表
第

の
１
の
注
４
中
「別
表

第
1
1

」
を
「第

1
2

」
に
改
め
、
別
表
第

を
別
表
第

と
す
る
。

11

11

12

別
表
第

の
１
の
注
１
の

中
「第

1
1

」
を
「第

1
2

」
に
、
「第

1
2

」
を
「第

1
3

」
に
、
「第

1
3

」
を
「第

1
4

」
に

10

(２)

改
め
、
同
注
１
の

中
「第

1
4

」
を
「第

1
5

」
に
、
「第

1
5

」
を
「第

1
6

」
に
改
め
、
同
３
の
注
３
か
ら
注
６
ま
で
中

(３)

「第
５

」
を
「第

６

」
に
、
「第

８

」
を
「第

９

」
に
改
め
、
同
６
の
注
の

中
「第

1
4

」
を
「第

1
5

」
に
、
「第

1
5

(１)

」
を
「第

1
6

」
に
改
め
、
同
７
の
注
中
「第

1
6

」
を
「第

1
7

」
に
改
め
、
別
表
第

を
別
表
第

と
す
る
。

10

11

別
表
第
９
の
１
の
注
１
中
「第

1
6

」
を
「第

1
7

」
に
改
め
、
同
１
の
注
２
、
同
１
の
注
８
の

、
同
１
の
２
の
注
１

(３)

及
び
同
２
の
イ
中
「こ

の
第

９

」
を
「第

1
0

」
に
改
め
、
同
３
の
注
中
「第

８

」
を
「第

９

」
に
改
め
、
同
５
の
注
中

「第
1
6

」
を
「第

1
7

」
に
改
め
、
別
表
第
９
を
別
表
第

と
す
る
。

10



別
表
第
８
を
別
表
第
９
と
す
る
。

別
表
第
７
の
１
の
注
１
中
「別

表
第

７

」
を
「第

８

」
に
改
め
、
同
１
の
注
２
中
「第

1
1

」
を
「第

1
2

」
に
、
「第

1
2

」
を
「第

1
3

」
に
、
「第

1
3

」
を
「第

1
4

」
に
、
「第

1
4

」
を
「第

1
5

」
に
、
「第

1
5

」
を
「第

1
6

」
に
改
め
、
同

１
の
注
５
、
注
６
、
注
８
及
び
注
９
中
「第

４

」
を
「第
５

」
に
改
め
、
同
１
の
注

中
「第

５

」
を
「第

６

」
に
改

12

め
、
同
３
の
注
中
「第

８

」
を
「第

９

」
に
改
め
、
同
５
の
注
１
及
び
注
２
中
「第

1
1

」
を
「第

1
2

」
に
改
め
、
別
表

第
７
を
別
表
第
８
と
す
る
。

別
表
第
６
を
別
表
第
７
と
す
る
。

別
表
第
５
の
１
の
注
１
中
「第

1
1

か
ら第

1
5

ま
で
」
を
「第

1
2

か
ら第

1
6

ま
で
」
に
改
め
、
同
注
１
の

中
「第

1
0

(１)

」
を
「第

1
1

」
に
改
め
、
同

中
「第

５
条

第
1
7
項

第
２

号

」
を
「第

５
条

第
1
8
項

第
２

号

」
に
改
め
、
別
表
第
５
を

10

別
表
第
６
と
す
る
。

別
表
第
４
を
別
表
第
５
と
す
る
。

別
表
第
３
を
別
表
第
４
と
す
る
。

別
表
第
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
３

同
行

援
護

１
同

行
援

護
サ

ービ
ス

費

イ
身

体
介

護
を

伴
う

場
合



(1)
所

要
時

間
3
0
分

未
満

の
場

合
2
5
4
単

位

(2)
所

要
時

間
3
0
分

以
上

１
時

間
未

満
の

場
合

4
0
2
単

位

(3)
所

要
時

間
１

時
間

以
上

１
時

間
3
0
分

未
満

の
場

合
5
8
4
単

位

(4)
所

要
時

間
１

時
間

3
0
分

以
上

２
時

間
未

満
の

場
合

6
6
7
単

位

(5)
所

要
時

間
２

時
間

以
上

２
時

間
3
0
分

未
満

の
場

合
7
5
0
単

位

(6)
所

要
時

間
２

時
間

3
0
分

以
上

３
時

間
未

満
の

場
合

8
3
3
単

位

(7)
所

要
時

間
３

時
間

以
上

の
場

合
9
1
6
単

位
に

所
要

時
間

３
時

間
か

ら
計

算
し

て
所

要
時

間
3
0
分

を
増

す

ご
と

に
8
3
単

位
を

加
算

し
た

単
位

数

ロ
身

体
介

護
を

伴
わ

な
い

場
合

(1)
所

要
時

間
3
0
分

未
満

の
場

合
1
0
5
単

位

(2)
所

要
時

間
3
0
分

以
上

１
時

間
未

満
の

場
合

1
9
7
単

位

(3)
所

要
時

間
１

時
間

以
上

１
時

間
3
0
分

未
満

の
場

合
2
7
6
単

位

(4)
所

要
時

間
１

時
間

3
0
分

以
上

の
場

合
3
4
6
単

位
に

所
要

時
間

１
時

間
3
0
分

か
ら

計
算

し
て

所
要

時
間

3
0

分
を

増
す

ご
と

に
7
0
単

位
を

加
算

し
た

単
位

数

注
１

イ
に

あ
っ

て
は

次
の

(1)及
び

(2)の
い

ず
れ

に
も

ロ
に

あ
っ

て
は

次
の

(1)に
該

当
す

る
利

用
者

に
対

し
、

て
同

行
援

護

（外
出

時
に

お
い

て
当

該
利

用
者

に
同

行
し

移
動

に
必

要
な

情
報

の
提

供

（代
筆

・
、

、
、



代
読

を
含

む

）

移
動

の
援

護
排

せ
つ

及
び

食
事

等
の

介
護

そ
の

他
の

当
該

利
用

者
の

外
出

時
に

必
。

、
、

要
な

援
助

を
行

う
こ

と
を

い
う

以
下

同
じ

）に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ービ
ス

の
事

業
を

行
う

者

（

。
。

３
に

お
い

て

「指
定

同
行

援
護

事
業

者

」と
い

う

）が
当

該
事

業
を

行
う

事
業

所

（以
下

「指
定

同
行

。

援
護

事
業

所

」と
い

う

）に
置

か
れ

る
従

業
者

又
は

同
行

援
護

に
係

る
基

準
該

当
障

害
福

祉
サ

ービ
ス

。

の
事

業
を

行
う

者
が

当
該

事
業

を
行

う
事

業
所

（以
下

「基
準

該
当

同
行

援
護

事
業

所

」と
い

う

）に
。

置
か

れ
る

従
業

者

（以
下

「同
行

援
護

従
業

者

」と
い

う

）が
同

行
援

護
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ

ー

。

ビ
ス

（以
下

「指
定

同
行

援
護

」と
い

う

）又
は

同
行

援
護

に
係

る
基

準
該

当
障

害
福

祉
サ

ービ
ス

（

。

以
下

「指
定

同
行

援
護

等

」と
い

う

）を
行

っ
た

場
合

に
所

定
単

位
数

を
算

定
す

る
。

、
。

(1)
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。

(2)
次

の
(一

)
及

び
(二

)
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
心

身
の

状
態

（障
害

児
に

あ
っ

て
は

こ
れ

に
相

当
す

、

る
心

身
の

状
態

）に
あ

る
こ

と
。

(一
)

区
分

２
以

上
に

該
当

し
て

い
る

こ
と

。

(二
)

認
定

調
査

表
に

お
け

る
次

の
ａ

か
ら

ｅ
ま

で
に

掲
げ

る
調

査
項

目
の

い
ず

れ
か

に
つ

い
て

そ
れ

、

ぞ
れ

ａ
か

ら
ｅ

ま
で

に
掲

げ
る

状
態

の
い

ず
れ

か
一

つ
に

認
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

ａ
２

－
５

「３

．で
き

な
い

」

ｂ
２

－
６

「２

．見
守

り
等

」

「３

．一
部

介
助

」又
は

「４

．全
介

助

」

、



ｃ
２

－
７

「２

．見
守

り
等

」

「３

．一
部

介
助

」又
は

「４

．全
介

助

」

、

ｄ
４

－
５

「２

．見
守

り
等

」

「３

．一
部

介
助

」又
は

「４

．全
介

助

」

、

ｅ
４

－
６

「２

．見
守

り
等

」

「３

．一
部

介
助

」又
は

「４

．全
介

助

」

、

２
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

場
合

に
現

に
要

し
た

時
間

で
は

な
く

同
行

援
護

計
画

（指
定

障
害

福
、

、

祉
サ

ービ
ス

基
準

第
4
3
条

第
２

項
及

び
第

4
8
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ービ
ス

基

準
第

2
6
条

の
規

定
に

よ
り

作
成

す
る

計
画

を
い

う
以

下
同

じ

）に
位

置
付

け
ら

れ
た

内
容

の
指

定
同

。
。

行
援

護
等

を
行

う
の

に
要

す
る

標
準

的
な

時
間

で
所

定
単

位
数

を
算

定
す

る
。

３
イ

に
つ

い
て

は
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

が
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

場
合

に
所

定
単

、
、

位
数

を
算

定
す

る
た

だ
し

別
に

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

者
が

指
定

同
行

援
護

等
を

行
っ

た
場

合
に

。
、

あ
っ

て
は

所
定

単
位

数
に

代
え

て
所

定
単

位
数

の
1
0
0
分

の
7
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

算
定

す
る

、
、

。

４
ロ

に
つ

い
て

は
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

が
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

場
合

に
所

定
、

、
、

単
位

数
を

算
定

す
る

た
だ

し
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

が
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

場
合

。
、

に
あ

っ
て

は
所

定
単

位
数

に
代

え
て

所
定

単
位

数
の

1
0
0
分

の
9
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

算
定

す
、

、

る
。

５
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
要

件
を

満
た

す
場

合
で

あ
っ

て
同

時
に

２
人

の
同

行
援

護
従

業
者

が
、

１
人

の
利

用
者

に
対

し
て

指
定

同
行

援
護

等
を

行
っ

た
場

合
に

そ
れ

ぞ
れ

の
同

行
援

護
従

業
者

が
行

う
、



指
定

同
行

援
護

等
に

つ
き

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。

６
夜

間
又

は
早

朝
に

指
定

同
行

援
護

等
を

行
っ

た
場

合
に

あ
っ

て
は

１
回

に
つ

き
所

定
単

位
数

の
1
0
0
分

、

の
2
5
に

相
当

す
る

単
位

数
を

所
定

単
位

数
に

加
算

し
深

夜
に

指
定

同
行

援
護

等
を

行
っ

た
場

合
に

あ
っ

、

て
は

１
回

に
つ

き
所

定
単

位
数

の
1
0
0
分

の
5
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

所
定

単
位

数
に

加
算

す
る

、
。

７
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
る

も
の

と
し

て
都

道
府

県
知

事
に

届
け

出
た

指
定

同
行

援
護

事
業

所
に

お
い

て
指

定
同

行
援

護
を

行
っ

た
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

基
準

に
掲

げ
る

区
分

、
、

に
従

い
１

回
に

つ
き

次
に

掲
げ

る
単

位
数

を
所

定
単

位
数

に
加

算
す

る
た

だ
し

次
に

掲
げ

る
い

ず
、

。
、

れ
か

の
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
次

に
掲

げ
る

そ
の

他
の

加
算

は
算

定
し

な
い

、
。

(1)
特

定
事

業
所

加
算

(Ⅰ
)

所
定

単
位

数
の

1
0
0
分

の
2
0
に

相
当

す
る

単
位

数

(2)
特

定
事

業
所

加
算

(Ⅱ
)

所
定

単
位

数
の

1
0
0
分

の
1
0
に

相
当

す
る

単
位

数

(3)
特

定
事

業
所

加
算

(Ⅲ
)

所
定

単
位

数
の

1
0
0
分

の
1
0
に

相
当

す
る

単
位

数

８
別

に
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
地

域
に

居
住

し
て

い
る

利
用

者
に

対
し

て
指

定
同

行
援

護
事

業
所

又
、

は
基

準
該

当
同

行
援

護
事

業
所

（以
下

「指
定

同
行

援
護

事
業

所
等

」と
い

う

）の
同

行
援

護
従

業
者

。

が
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
１

回
に

つ
き

所
定

単
位

数
の

1
0
0
分

の
1
5
に

相
当

す
る

、

単
位

数
を

所
定

単
位

数
に

加
算

す
る

。

９
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

等
か

ら
の

要
請

に
基

づ
き

指
定

同
行

援
護

事
業

所
等

の
サ

ービ
ス

提
供

責
任

、



者
が

同
行

援
護

計
画

の
変

更
を

行
い

当
該

指
定

同
行

援
護

事
業

所
等

の
同

行
援

護
従

業
者

が
当

該
利

用
、

者
の

同
行

援
護

計
画

に
お

い
て

計
画

的
に

訪
問

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
な

い
指

定
同

行
援

護
等

を
緊

急
に

行
っ

た
場

合
に

あ
っ

て
は

利
用

者
１

人
に

対
し

１
月

に
つ

き
２

回
を

限
度

と
し

て
１

回
に

つ
き

1
0

、
、

、

0
単

位
を

加
算

す
る

。

1
0

利
用

者
が

同
行

援
護

以
外

の
障

害
福

祉
サ

ービ
ス

を
受

け
て

い
る

間
若

し
く

は
旧

法
施

設
支

援
を

受
け

て
い

る
間

又
は

児
童

福
祉

施
設

に
入

所

（通
所

に
よ

る
入

所
を

含
む

）し
て

い
る

間
は

同
行

援
護

サ
。

、

ービ
ス

費
は

算
定

し
な

い
、

。

２
初

回
加

算
2
0
0
単

位

注
指

定
同

行
援

護
事

業
所

等
に

お
い

て
新

規
に

同
行

援
護

計
画

を
作

成
し

た
利

用
者

に
対

し
て

サ

ービ
ス

、
、

提
供

責
任

者
が

初
回

若
し

く
は

初
回

の
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

日
の

属
す

る
月

に
指

定
同

行
援

護
等

を
行

っ
た

場
合

又
は

当
該

指
定

同
行

援
護

事
業

所
等

の
そ

の
他

の
同

行
援

護
従

業
者

が
初

回
若

し
く

は
初

回
の

指
定

同
行

援
護

等
を

行
っ

た
日

の
属

す
る

月
に

指
定

同
行

援
護

等
を

行
っ

た
際

に
サ

ービ
ス

提
供

責
任

者
が

同
行

し

た
場

合
に

１
月

に
つ

き
所

定
単

位
数

を
加

算
す

る
、

。

３
利

用
者

負
担

上
限

額
管

理
加

算
1
5
0
単

位

注
指

定
同

行
援

護
事

業
者

が
指

定
障

害
福

祉
サ

ービ
ス

基
準

第
4
3
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
指

定
障

害
、

福
祉

サ

ービ
ス

基
準

第
2
2
条

に
規

定
す

る
利

用
者

負
担

額
合

計
額

の
管

理
を

行
っ

た
場

合
に

１
月

に
つ

き
所

、



定
単

位
数

を
加

算
す

る
。


